
 

会計年度任用短時間勤務職員日額報酬表(１) 

号級 日額報酬 勤務１時間当たりの報酬額 

1 

円 

7,265 

円 

1,321 

2 7,309 1,329 

3 7,353 1,337 

4 7,403 1,346 

5 7,447 1,354 

6 7,491 1,362 

7 7,535 1,370 

8 7,579 1,378 

9 7,628 1,387 

10 7,694 1,399 

11 7,766 1,412 

12 7,837 1,425 

13 7,898 1,436 

14 7,969 1,449 

15 8,041 1,462 

16 8,107 1,474 

17 8,173 1,486 

18 8,233 1,497 

19 8,305 1,510 

20 8,376 1,523 

21 8,437 1,534 

22 8,514 1,548 

23 8,591 1,562 

24 8,657 1,574 

25 8,728 1,587 

26 8,789 1,598 

27 8,844 1,608 

28 8,904 1,619 

29 8,948 1,627 

30 8,992 1,635 

31 9,036 1,643 

32 9,075 1,650 

33 9,124 1,659 

34 9,163 1,666 

別紙１ 



35 9,207 1,674 

36 9,245 1,681 

37 9,289 1,689 

38 9,328 1,696 

39 9,372 1,704 

40 9,410 1,711 

41 9,443 1,717 

42 9,482 1,724 

43 9,509 1,729 

44 9,542 1,735 

45 9,570 1,740 

46 9,597 1,745 

47 9,625 1,750 

48 9,658 1,756 

49 9,685 1,761 

50 9,702 1,764 

51 9,724 1,768 

52 9,746 1,772 

53 9,768 1,776 

54 9,784 1,779 

55 9,806 1,783 

56 9,823 1,786 

57 9,834 1,788 

58 9,856 1,792 

59 9,878 1,796 

60 9,894 1,799 

61 9,905 1,801 

62 9,927 1,805 

63 9,944 1,808 

64 9,960 1,811 

65 9,982 1,815 

  備考 この表における日額報酬の額は、１日の勤務時間の割り振りが５時間３０分の

場合の額とし、１日の勤務時間の割り振りが５時間３０分でない場合の日額報酬の

額は、その所定勤務時間の時間数にこの表に定める勤務１時間当たりの報酬の額を

乗じて得た額(１円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。ただし、勤

務１時間当たりの報酬の額が相模原市公契約条例(平成２３年相模原市条例第２９

号)第６条に規定する労働報酬下限額と同額のときは、その端数を１円に切り上げ

る。)とする。 

 



 

経験反映の内容 

 

前年度以前に同一の職(他の任命権者が設置する同等の職を含む。)に任用された期間が

ある場合は、直前の過去の任用期間が属する会計年度における過去の任用期間の勤務時間

数に応じ、直前の過去の任用期間におけるその者の号給の号数に加えて得た数(初任給基準

号給の号数に８を加えて得た数を超えるときは、８を加えて得た数)を号数とする号給とす

る。 

 

反映号給数 4号給 3号給 2号給 1号級 

勤務時間 1,204時間以上 
903時間以上 

1,204時間未満 

602時間以上 

903時間未満 

301時間以上 

602時間未満 

※ １会計年度の勤務時間に応じた号給数を反映する。 

※ 勤務時間とは、休職、停職、育児休業、育児部分休業、欠勤以外の時間 

※ 懲戒処分があった場合は、勤務時間にかかわらず次のとおりとする。 

  ・ 減給（処分の対象となった事案の程度が軽微の場合）又は戒告の処分を受けた場合 

1号給（勤務時間が 301時間未満の場合は 0号給） 

  ・ 停職、減給（処分の対象となった事案の程度が軽微のものを除く。）又は戒告（処

分の対象となった事案の程度が著しい場合に限る。）の処分を受けた場合 0号給 

※ 欠勤があった場合は、勤務時間にかかわらず次のとおりとする。 

  ・勤務を欠いた日数が 5日以上 10日未満である場合  1号給（勤務時間が 301時間未

満の場合は 0号給） 

  ・勤務を欠いた日数が 10日以上である場合 0 

  ※時間で欠勤した場合、その回数が３回に達するごとに１日として取り扱う。 

 


